
 

 
全 体 会 

分 科 会 

（仮称）観光・
まちづくり 
分科会 

（仮称）区域
内運行系統 
分科会 

（仮称）幹線
系統 
分科会 

□会長 
 霧島市副市長 
□委員 
 37人 
□協議事項 
 要領第２条各号 
 

□議長 
 会長が指名 
□委員 
 ８人程度 
□協議事項 
観光バス及び二
次アクセスに関
すること 
 

□議長 
 会長が指名 
□委員 
 ８人程度 
□協議事項 
区域内運行系
統（ふれあい
バス・デマン
ド交通）に関
すること 
 

□議長 
 会長が指名 
□委員 
 ８人程度 
□協議事項 
幹線系統（市
街地循環バス、
路線バス）に
関すること 
 

霧島市議会 

国・鹿児島県 

助言 
意見交換 
評価 

霧島市地域公共交通会議 

霧島市の地域公共交通の推進に関する組織体制図 

外
部 

内
部 

福祉有償運送
運営協議会 

□委員長 
 霧島市保健 
 福祉部長 
 
□協議事項 
 要領第８条  
 第２項各号 
 の事項 

霧島市地域公共交通庁内検討委員会 
 

□会 長：企画政策課長 
□委 員：関係課の長 
     18人 
□役 割：霧島市地域公共交通会議

における協議事項等につい
ての庁内協議又は調整を図
る。 

 

霧島市コミニティバス 
等ワーキング会議 

 
□座 長 
 企画政策課長補佐 
□委 員 
 ・企画政策課 
 ・各総合支所公共交通担当職員 
□役 割 
 各地区ふれあいバスの運行管理等 
 

新設予定 

新設 

新設 

要領第６条第１項の規定により、協議する事項に応じ会長が委員を指名。 

既存 

既存 

＊３分科会の設置は現時点の案であるため、今後変更となる可能性がある。 

資料３ 


